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団
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収
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収
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資
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管
理
団
体
の
届
出
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項
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届�

　
　

八

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
訂
正
（
令
和
二
年
分
）�

　
　

八

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
訂
正
（
令
和
三
年
分
）�

　
　

八

人
事
委
員
会

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
十
三
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則�

　
　

八

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

〇
か
ご
漁
業
の
制
限�

　
　

八

規

則

　

非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
号

　
　
　

�

非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
第
二
号
５
中
「
皮
膚
か
い
よ
う
」
を
「
皮
膚
潰
瘍
」
に
改
め
、
同
表
第
三
号
３
中
「
チ
エ
ン
ソ
ー
、
ブ
ツ

シ
ユ
ク
リ
ー
ナ
ー
、
さ
く
岩
機
」
を
「
チ
ェ
ン
ソ
ー
、
ブ
ッ
シ
ュ
ク
リ
ー
ナ
ー
、
削
岩
機
」
に
、「
抹
し
よ
う
循
環
障
害
、

末
し
よ
う
神
経
障
害
」
を
「
末
し
ょ
う
循
環
障
害
、
末
し
ょ
う
神
経
障
害
」
に
改
め
、
同
表
第
四
号
２
中
「
ふ
つ
素
樹

脂
」
を
「
ふ
っ
素
樹
脂
」
に
改
め
、
同
号
３
中
「
う
る
し
」
を
「
漆
」
に
改
め
、
同
号
６
中
「
粉
じ
ん
」
を
「
粉
じ
ん

を
」
に
改
め
、
同
表
第
七
号
１
中
「
ベ
ン
ジ
ン
」
を
「
ベ
ン
ジ
ジ
ン
」
に
、「
尿
路
系
し
ゆ
よ
う
」
を
「
尿
路
系
腫
瘍
」

に
改
め
、
同
号
２
中
「
尿
路
系
し
ゆ
よ
う
」
を
「
尿
路
系
腫
瘍
」
に
改
め
、
同
号
３
中
「
四－

ア
ミ
ノ
ジ
フ
エ
ニ
ル
」

を
「
四－

ア
ミ
ノ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
」
に
、「
尿
路
系
し
ゆ
よ
う
」
を
「
尿
路
系
腫
瘍
」
に
改
め
、
同
号
４
中
「
四－

ニ
ト

ロ
ジ
フ
エ
ニ
ル
」
を
「
四－

ニ
ト
ロ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
」
に
、「
尿
路
系
し
ゆ
よ
う
」
を
「
尿
路
系
腫
瘍
」
に
改
め
、
同
号

８
中
「
中
皮
し
ゆ
」
を
「
中
皮
腫
」
に
改
め
、
同
号
10
中
「
肝
血
管
肉
し
ゆ
」
を
「
肝
血
管
肉
腫
」
に
改
め
、
同
号
16

中
「
15
」
を
「
16
」
に
改
め
、
同
号
16
を
同
号
17
と
し
、
同
号
15
中
「
ピ
ツ
チ
、
ア
ス
フ
ア
ル
ト
又
は
パ
ラ
フ
イ
ン
」

を
「
ピ
ッ
チ
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
又
は
パ
ラ
フ
ィ
ン
」
に
改
め
、
同
号
15
を
同
号
16
と
し
、
同
号
14
中
「
骨
肉
し
ゆ
、
甲

状
せ
ん
が
ん
、
多
発
性
骨
髄
し
ゆ
又
は
非
ホ
ジ
キ
ン
リ
ン
パ
し
ゆ
」
を
「
骨
肉
腫
、
甲
状
腺
が
ん
、
多
発
性
骨
髄
腫
又

は
非
ホ
ジ
キ
ン
リ
ン
パ
腫
」
に
改
め
、
同
号
14
を
同
号
15
と
し
、
同
号
中
13
を
14
と
し
、
12
を
13
と
し
、
11
を
12
と
し
、

10
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
　

 　
‵

　
　
　
　
　
　
　
　

‵

　

　
　

11�　

三
・
三－

ジ
ク
ロ
ロ－

四
・
四－

ジ
ア
ミ
ノ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
メ
タ
ン
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生

じ
た
尿
路
系
腫
瘍

　

別
表
第
一
第
八
号
中
「
わ
た
つ
て
」
を
「
わ
た
っ
て
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則
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こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
九
十
八
号

　

地
域
人
口
の
急
減
に
対
処
す
る
た
め
の
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
四

号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
を
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
六

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

名
称

　
　

気
仙
沼
ジ
ョ
イ
ン
ト
ワ
ー
ク
ス
協
同
組
合

二　

住
所

　
　

気
仙
沼
市
南
町
二
丁
目
二
番
十
七
号　

二
Ｆ

三　

代
表
者
の
氏
名

　
　

岡
本　

貴
之

四　

事
務
所
の
名
称

　
　

気
仙
沼
ジ
ョ
イ
ン
ト
ワ
ー
ク
ス
協
同
組
合

五　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

気
仙
沼
市
南
町
二
丁
目
二
番
十
七
号　

二
Ｆ

六　

地
区

　
　

気
仙
沼
市

七　

事
業

　

�　

地
域
人
口
の
急
減
に
対
処
す
る
た
め
の
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
組
合
員
の
た
め

に
す
る
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
と
し
て
の
労
働
者
派
遣
事
業

八　

有
効
期
限
の
満
了
の
日

　

令
和
十
五
年
二
月
十
六
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
渡
波
字
大
森
一
九
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

　

（「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
北
上
町
女
川
字
南
入
山
二
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

㈡�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整

備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日
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�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

栗
原
市
花
山
字
本
沢
穴
ノ
原
一
の
一
、
二
の
一

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の
伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
栗
原
市
役
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

栗
原
市
一
迫
字
長
崎
明
神
沢
二
の
一
、
二
の
三

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の
伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
栗
原
市
役
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
営
業
の
停
止
を
命
じ
た
。

　
　

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
し
た
年
月
日

　
　

令
和
五
年
二
月
十
五
日

二　

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
等

商
号
又
は
名
称
及
び
代
表
者

の
氏
名

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

建
設
業
許
可
番
号

（
宮
城
県
知
事
許
可
）

ス
チ
ー
ル
倶
楽
部
株
式
会
社

佐
々
木　

市
夫

石
巻
市
小
船
越
字
沢
田
山
三
番
地

般－

三
十

第
二
万
千
五
百
六
十
五
号

三　

処
分
の
内
容

　
　

法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
停
止
命
令

　

１　

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲

　
　
　

建
設
業
に
係
る
営
業
の
全
部

　

２　

営
業
停
止
期
間

　
　
　

令
和
五
年
三
月
一
日
か
ら
同
月
七
日
ま
で
の
七
日
間

四　

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

　

�　

ス
チ
ー
ル
倶
楽
部
株
式
会
社
は
、
鉄
筋
工
事
業
に
係
る
建
設
業
許
可
を
受
け
る
前
の
平
成
三
十
年
十
月
か
ら
令
和

四
年
二
月
ま
で
の
間
に
、
宮
城
県
内
の
複
数
の
公
共
及
び
民
間
の
鉄
筋
工
事
に
お
い
て
、
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定

に
違
反
し
て
同
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
金
額
以
上

の
工
事
請
負
契
約
を
締
結
し
た
。

　
　

こ
の
こ
と
は
、
法
第
二
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
該
当
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
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木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

女
川
牡
鹿
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

牡
鹿
郡
女
川
町
野
々
浜
字
大
道
一
二
七
番
一
地
先

か
ら

同
郡
同
町
野
々
浜
字
大
道
一
二
七
番
一
地
先
ま
で

前

一
五
・
七
～

�

二
六
・
七

�

二
一
・
七

後

一
九
・
二
～

�

二
六
・
七

�

二
一
・
七

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

女
川
牡
鹿
線

牡
鹿
郡
女
川
町
野
々
浜
字
大
道
一
二
七
番
一
地
先
か
ら

同
郡
同
町
野
々
浜
字
大
道
一
二
七
番
一
地
先
ま
で

令
和
五
年

�

二
月
二
十
四
日

公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

多
賀
城
市
山
王
字
山
王
三
区
四
十
五
番
一
、
四
十
六
番

一
、
四
十
七
番
一
、
六
十
三
番
一
の
一
部
、
六
十
三
番
二

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

の
一
部
、
六
十
三
番
二
地
先
水
の
一
部

　

多
賀
城
市
八
幡
三
丁
目
九
番
二
十
五
号

�

株
式
会
社
草
刈
商
事　
　
　
　
　

�

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

伊
具
郡
丸
森
町
字
除
北
五
十
七
番
一
の
一
部
、
八
十
二

番
七
、
五
十
七
番
一
地
先
法
定
外
水
路
の
一
部
（
第
一
工

区
）

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

�

丸
森
町　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

政
治
団
体

の

名

称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

一
以
上
の
市
町

村
等
の
区
域
を

単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部

届
出
年
月
日

参
政
党
宮
城
第

１
支
部

伊
東　

義
晃

杉
本　
　

優

仙
台
市
若
林
区
連
坊
小
路
一

一
〇－

二
〇

〇

令
和
五
年

�

一
月
十
二
日

参
政
党
宮
城
第

５
支
部

千
葉　

勝
義

及
川　

真
也

登
米
市
中
田
町
石
森
字
新
中

田
二
八－

三

〇

令
和
五
年

�

一
月
十
二
日

参
政
党
宮
城
第

２
支
部

ロ
ー
レ
ン
ス

綾
子

田
口　

道
夫

仙
台
市
宮
城
野
区
岡
田
字
久

兵
衛
前
五
四－

四

〇

令
和
五
年

�

一
月
十
二
日

参
政
党
宮
城
第

４
支
部

千
葉
久
美
子

高
橋　

明
子

塩
竈
市
白
菊
町
二－

三
四

〇

令
和
五
年

�

一
月
十
二
日
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㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

　

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

片
山
ひ
ろ
し
後
援
会

片
山　
　

裕

片
山　

桂
一

塩
竈
市
新
富
町
三
一－

三
〇

令
和
五
年

�

一
月
五
日

齋
藤
強
後
援
会

齋
藤　
　

強

齋
藤　
　

強

角
田
市
角
田
字
裏
町
一
一
六－

八

令
和
五
年

�

一
月
四
日

鈴
木
和
信
後
援
会

萩
原　

俊
二

遠
藤　

和
夫

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
萱
刈
場
一
三
五

令
和
五
年

�

一
月
五
日

「
白
砂
青
松
会
」

斎
藤　

俊
夫

松
田　

正
雄

亘
理
郡
山
元
町
つ
ば
め
の
杜
三－

三－

七

令
和
四
年

�

六
月
二
十
日

山
本
信
悟
後
援
会

和
泉　

善
雄

齋
藤　
　

久

黒
川
郡
大
衡
村
駒
場
字
小
堤
五－

一

令
和
五
年

�

一
月
十
一
日

〇
宮
選
管
告
示
第
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

自
由
民
主
党
岩
沼
市
支

部

村
上　

智
行

会
計
責
任
者

の

氏

名

飯
塚　

悦
男

佐
藤　

淳
一

令
和
四
年

�
十
二
月
二
日

宮
城
維
新
の
会

早
坂　
　

敦

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

富
谷
市
ひ
よ
り
台

二－

三
一－

一

仙
台
市
青
葉
区
一

番
町
三－

一
〇－

一
四

令
和
五
年

�
一
月
一
日

立
憲
民
主
党
宮
城
県
第

４
区
総
支
部

安
住　
　

淳

政
治
団
体
の

名

称

立
憲
民
主
党
宮
城

県
第
４
区
総
支
部

立
憲
民
主
党
宮
城

県
第
５
区
総
支
部

令
和
五
年

�

一
月
二
十
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

遠
藤
久
和
後
援
会

遠
藤
み
ゆ
き

代

表

者

の

氏

名

遠
藤
み
ゆ
き

遠
藤　

久
和

令
和
四
年

�

七
月
十
四
日

お
ぶ
ち
洋
一
郎
後
援
会

阿
部　
　

哲

代

表

者

の

氏

名

阿
部　
　

哲

浅
川　

紀
明

令
和
五
年

�

一
月
二
十
一
日

櫻
井
隆
後
援
会

菊
地　
　

勇

代

表

者

菊
地　
　

勇

佐
藤　

忠
一

令
和
二
年

の

氏

名

�

十
月
一
日

会
計
責
任
者

の

氏

名

佐
藤　

忠
一

柳
生　

和
晴

電
機
連
合
宮
城
地
協
政

治
活
動
委
員
会

菊
地　

知
幸

代

表

者

の

氏

名

菊
地　

知
幸

石
山　

光
広

令
和
五
年

�

一
月
十
三
日

仁
田
和
廣
政
策
研
究
会

仁
田　

和
廣

会
計
責
任
者

の

氏

名

仁
田　

友
子

伊
藤　

栄
喜

令
和
五
年

�

一
月
二
十
日

法
華
栄
喜
後
援
会

及
川
留
太
郎

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

大
崎
市
松
山
千
石

字
南
亀
田
七
六

大
崎
市
松
山
千
石

字
亀
田
四
一
三－

一

令
和
四
年

�

五
月
一
日

宮
城
県
遺
族
政
治
連
盟

髙
橋　

義
雄

代

表

者

の

氏

名

髙
橋　

義
雄

鈴
木
喜
美
男

令
和
四
年

�

六
月
八
日

宮
城
県
日
本
共
産
党
後

援
会

杉
山　

茂
雅

代

表

者

の

氏

名

杉
山　

茂
雅

及
川　
　

薫

令
和
四
年

�

十
一
月
二
十
日

宮
城
県
林
業
政
治
連
盟

大
内　

伸
之

代

表

者

の

氏

名

大
内　

伸
之

佐
藤　

正
友

令
和
四
年

�

五
月
三
十
一
日

〇
宮
選
管
告
示
第
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

　
　
　
　
　

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　

解
散
年
月
日

立
憲
民
主
党
宮
城
県
参
議
院
選
挙
区
第
２
総
支
部

小
畑　

仁
子

令
和
四
年
十
二
月
十
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
　
　
　
　

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　

解
散
年
月
日

安
部
俊
三
後
援
会

後
藤　

直
彦

令
和
四
年
二
月
二
日

江
口
ま
さ
お
後
援
会

阿
部　

鷹
男

令
和
四
年
二
月
二
十
日

遠
藤
久
和
後
援
会

遠
藤
み
ゆ
き

令
和
四
年
七
月
十
四
日

大
内
じ
ゅ
ん
・
あ
し
た
の
仙
台
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

大
内　
　

順

令
和
四
年
四
月
三
十
日

佐
藤
千
加
雄
後
援
会

戸
田　
　

守

令
和
三
年
十
二
月
二
十
六
日

伊
達
な
宮
城
を
考
え
る
会

須
貝　

和
広

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日

宮
城
県
藤
井
基
之
薬
剤
師
後
援
会

山
田　

卓
郎

令
和
四
年
十
二
月
二
十
八
日

〇
宮
選
管
告
示
第
十
一
号



第381号　令和５年２月24日　金曜日 （6）宮　　城　　県　　公　　報
　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
政
治
団
体
か
ら
令
和
二
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ

の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
十
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
政
治
団
体
か
ら
令
和
三
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ

の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
政
治
団
体
か
ら
令
和
四
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ

の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

佐
藤
千
加
雄
後
援
会

報
告
年
月
日
　
４
.�１
.�28（

３
.�12.�26解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
政
党
の
支
部
）

立
憲
民
主
党
宮
城
県
参
議
院
選
挙
区
第
２
総
支
部

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分
　
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号

公
職
の
候
補
者
の
氏
名
　
小
畑
　
仁
子

公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類
　
参
議
院
議
員

報
告
年
月
日
　
４
.�12.�16（

４
.�12.�10解

散
）

１
　
収
入
総
額

12,000,000

　
　
　
本
年
収
入
額

12,000,000

２
　
支
出
総
額

12,000,000

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

安
部
俊
三
後
援
会

報
告
年
月
日
　
４
.�２
.�17（

４
.�２
.�２
解
散
）

１
　
収
入
総
額

6,067

　
　
　
前
年
繰
越
額

6,067

２
　
支
出
総
額

1,100

３
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

1,100

　
　
　
事
務
所
費

1,100

江
口
ま
さ
お
後
援
会

報
告
年
月
日
　
５
.�１
.�18（

４
.�２
.�20解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

遠
藤
久
和
後
援
会

報
告
年
月
日
　
５
.�１
.�10（

４
.�７
.�14解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

大
内
じ
ゅ
ん
・
あ
し
た
の
仙
台
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

報
告
年
月
日
　
５
.�１
.�13（

４
.�４
.�30解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

佐
藤
千
加
雄
後
援
会

報
告
年
月
日
　
４
.�１
.�28（

３
.�12�.26解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0



（7）　令和５年２月24日　金曜日 第381号宮　　城　　県　　公　　報
３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入

12,000,000

　
　
　
立
憲
民
主
党
本
部

10,000,000

　
　
　
立
憲
民
主
党
本
部

2,000,000

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
　
経
常
経
費

8,785,219

　
　
　
　
人
件
費

751,326

　
　
　
　
光
熱
水
費

122,259

　
　
　
　
備
品
・
消
耗
品
費

1,634,451

　
　
　
　
事
務
所
費

6,277,183

　
　
　
政
治
活
動
費

3,214,781

　
　
　
　
組
織
活
動
費

166,714

　
　
　
　
選
挙
関
係
費

2,309,587

　
　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

738,480

　
　
　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

27,520

　
　
　
　
　
宣
伝
事
業
費
　

710,960

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

安
部
俊
三
後
援
会

報
告
年
月
日
　
４
.�２
.�17（

４
.�２
.�２
解
散
）

１
　
収
入
総
額

4,967

　
　
　
前
年
繰
越
額

4,967

２
　
支
出
総
額

4,967

３
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

4,967

　
　
　
事
務
所
費

4,967

江
口
ま
さ
お
後
援
会

報
告
年
月
日
　
５
.�１
.�18（

４
.�２
.�20解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

遠
藤
久
和
後
援
会

報
告
年
月
日
　
５
.�１
.�10（

４
.�７
.�14解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

大
内
じ
ゅ
ん
・
あ
し
た
の
仙
台
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

報
告
年
月
日
　
５
.�１
.�13（

４
.�４
.�30解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

伊
達
な
宮
城
を
考
え
る
会

報
告
年
月
日
　
５
.�１
.�13（

４
.�12.�20解

散
）

１
　
収
入
総
額

461,507

　
　
　
前
年
繰
越
額

100,000

　
　
　
本
年
収
入
額

361,507

２
　
支
出
総
額

461,507

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
個
人
の
党
費
・
会
費
�

（
７
人
）

7,000

　
　
寄
附

354,500

　
　
　
個
人
分

354,500

　
　
そ
の
他
の
収
入

7

　
　
　
一
件
十
万
円
未
満
の
も
の

7

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

461,507

　
　
　
寄
附
・
交
付
金

461,507

５
　
寄
附
の
内
訳

　
〔
個
人
分
〕

　
　
彦
坂
　
公
之

354,500
三
重
県
鈴
鹿
市

宮
城
県
藤
井
基
之
薬
剤
師
後
援
会

報
告
年
月
日
　
５
.�１
.�13（

４
.�12.�28解

散
）

１
　
収
入
総
額

73,284

　
　
　
前
年
繰
越
額

73,284

２
　
支
出
総
額

73,284

３
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

440



第381号　令和５年２月24日　金曜日 （8）宮　　城　　県　　公　　報

〇
宮
選
管
告
示
第
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
の
氏

名

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

異
動
事
項

新

旧

　

異
動
年
月
日

佐
藤　

淳
一

Ｏ
Ｎ
Ｅ　

Ｉ
Ｗ
Ａ

Ｎ
Ｕ
Ｍ
Ａ　

佐
藤

淳
一
後
援
会

公
職
の
種
類

岩
沼
市
長

岩
沼
市
議
会
議
員

令
和
五
年

�

一
月
十
三
日

〇
宮
選
管
告
示
第
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治
団
体
か
ら
提
出

が
あ
っ
た
令
和
二
年
分
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
訂
正
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
令
和
三
年
宮
選
管
告
示
第
百

八
十
五
号
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

　

遠
藤
隼
人
後
援
会
の
令
和
二
年
分
収
支
報
告
書
の
要
旨
の

５　

寄
附
の
内
訳
中

「自
由
民
主
党
宮
城
県
泉
区
第
三
支
部

　
　
　

� 460,000　

仙
台
市
泉
区

」
の
次
の
行
に

「６

　

資
産
等
の
内
訳

　

　
　

〔借
入
金

〕

　
　
　

遠
藤

　

隼
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1,500,000

」
を
加
え
る
。

〇
宮
選
管
告
示
第
十
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治
団
体
か
ら
提
出

が
あ
っ
た
令
和
三
年
分
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
訂
正
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
令
和
四
年
宮
選
管
告
示
第
百

二
十
三
号
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

　

遠
藤
隼
人
後
援
会
の
令
和
三
年
分
収
支
報
告
書
の
要
旨
の

５　

寄
附
の
内
訳
中

「年
間
五
万
円
以
下
の
も
の
�

 � 30,000

」
の
次
の
行
に

「６

　

資
産
等
の
内
訳

　

　
　

〔借
入
金

〕

　
　
　

遠
藤　
隼
人
�

2,300,000

」
を
加
え
る
。

人
事
委
員
会

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
十
三
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
十
三
―
七
十
四

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
十
三
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
三
十
三
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
七
ト
の
表
昇
格
後
の
号
俸
の
５
級
欄
中
「

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

」
を
「

38

39

40

41

41

41

42

42

42

43

43

43

44

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
七
―
三
十
三
の
規
定
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

〇
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
六
号

　
　
　
事
務
所
費

440

　
　
政
治
活
動
費

72,844

　
　
　
寄
附
・
交
付
金

72,844



（9）　令和５年２月24日　金曜日 第381号宮　　城　　県　　公　　報
　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
地
先
海
面
（
共

同
漁
業
権
区
域
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
一
ト
ン
以
上
二
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
を
使
用
し
て
行
う
か
ご
漁
業
（
以
下
「
か

ご
漁
業
」
と
い
う
。）
の
操
業
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
制
限
す
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

会　

長　
　

關　
　
　
　
　

哲　
　

夫　
　
　

一　

制
限
期
間

　
　

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二　

操
業
区
域

　
　

宮
城
県
地
先
海
面
（
共
同
漁
業
権
区
域
を
除
く
）

三　

漁
業
時
期

　
　

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

操
業
の
届
出

　

�　

二
の
操
業
区
域
に
お
い
て
か
ご
漁
業
を
操
業
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
使
用
漁
船
ご
と
に
、
別
紙
か
ご
漁
業
操
業
事

務
取
扱
要
領
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）
に
届
出
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

ま
た
、
届
出
の
記
載
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
遅
延
な
く
、
委
員
会
に
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五　

条
件

　

１�　

四
の
届
出
を
し
た
者
（
以
下
「
届
出
者
」
と
い
う
。）
は
、
操
業
す
る
際
、
委
員
会
が
交
付
す
る
届
出
を
受
理

し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
写
し
で
も
可
）
を
漁
船
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

２�　

届
出
者
は
、
操
業
期
間
中
、
別
に
定
め
る
標
識
を
使
用
す
る
漁
船
の
船
体
の
見
や
す
い
場
所
に
表
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

３�　

届
出
者
は
、
宮
城
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
二
年
宮
城
県
規
則
第
百
三
号
）
第
六
十
条
の
規
定
を
遵
守
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

４�　

ワ
タ
リ
ガ
ニ
（
ガ
ザ
ミ
）
に
つ
い
て
は
、
抱
卵
個
体
（
外
子
を
有
す
る
個
体
）
を
漁
獲
し
た
場
合
は
、
再
放
流

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

５�　

届
出
者
は
、
操
業
す
る
海
域
に
お
い
て
漁
業
者
間
で
定
め
ら
れ
て
い
る
操
業
ル
ー
ル
を
遵
守
す
る
よ
う
努
め
る

ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
漁
業
者
間
で
協
議
し
、
協
調
操
業
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

６�　

届
出
者
は
、
操
業
す
る
海
域
に
お
い
て
漁
場
が
競
合
す
る
他
の
漁
業
が
あ
る
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
無

線
又
は
船
舶
電
話
等
に
よ
り
相
手
方
と
交
信
し
、
ト
ラ
ブ
ル
の
回
避
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

７�　

届
出
者
は
、
漁
業
時
期
終
了
後
一
か
月
以
内
に
、
漁
獲
成
績
報
告
書
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
別
紙
）

　
　
　
か
ご
漁
業
操
業
事
務
取
扱
要
領

　

（
操
業
の
届
出
及
び
変
更
の
届
出
）

第�

一　

か
ご
漁
業
の
制
限（
令
和
四
年
度
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
六
号
。
以
下「
委
員
会
指
示
」と
い
う
。）

四
の
届
出
（
以
下
「
届
出
」
と
い
う
。）
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
漁
業
協
同
組
合
に
所
属
す
る
者
に
あ
っ
て
は
所

属
漁
業
協
同
組
合
が
取
り
ま
と
め
、
か
ご
漁
業
操
業
届
出
書
（
様
式
第
一
号
。
以
下
「
操
業
届
出
書
」
と
い
う
）
を

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
水
産
林
政
部
水
産
業
振
興
課
内
。

以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２�　

届
出
を
し
た
者
（
以
下
「
届
出
者
」
と
い
う
。）
は
、
操
業
届
出
書
の
記
載
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
遅

延
な
く
か
ご
漁
業
変
更
届
出
書
（
様
式
第
二
号
。
以
下
「
変
更
届
出
書
」
と
い
う
。）
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３�　

宮
城
県
以
外
の
船
籍
の
者
（
以
下
「
県
外
届
出
者
」
と
い
う
。）
が
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
届
出
者
の

住
所
の
所
在
す
る
都
道
府
県
知
事
の
副
申
書
を
添
え
て
、
か
ご
漁
業
操
業
届
出
書
（
様
式
第
一
号
）
を
委
員
会
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
届
出
書
の
受
理
）

第�

二　

操
業
届
出
書
及
び
変
更
届
出
書
は
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）、
そ
の
他
関
係
法
令

に
抵
触
し
な
い
場
合
及
び
漁
業
調
整
上
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
受
理
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
届
出
を
受
理
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
交
付
）

第�

三　

委
員
会
は
、
第
二
の
規
定
に
基
づ
き
届
出
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
届
出
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
地
方
振
興
事

務
所
（
県
外
届
出
者
に
あ
っ
て
は
管
轄
す
る
都
道
府
県
）
を
通
じ
、
届
出
を
受
理
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
届
出

者
に
交
付
す
る
。

　

（
船
体
の
標
識
）

第
四　

委
員
会
指
示
五
の
２
で
定
め
る
標
識
は
、
様
式
第
三
号
と
す
る
。

　

（
漁
獲
成
績
報
告
書
）

第
五　

委
員
会
指
示
五
の
７
の
漁
獲
成
績
報
告
書
は
、
様
式
第
四
号
と
す
る
。

　

（
操
業
届
出
書
等
の
経
由
）

第�

六　

操
業
届
出
書
、
変
更
届
出
書
及
び
第
五
の
漁
獲
成
績
報
告
書
は
、
届
出
者
を
管
轄
す
る
地
方
振
興
事
務
所
（
県

外
届
出
者
に
あ
っ
て
は
管
轄
す
る
都
道
府
県
）
を
経
由
し
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。



第381号　令和５年２月24日　金曜日 （10）宮　　城　　県　　公　　報

（様式第 １号）

か ご 漁 業 操 業 届 出 書

� 　　年　　月　　日　　　
　　宮城海区漁業調整委員会　会長　殿
� 漁業協同組合（又は届出者）　　　　　　　　　　　
� 　　　　　　　　㊞　　
　　下記のとおり，かご漁業に着業するので届出ます。

届出番号 一連
番号 船　　名 漁船登録

番号 総トン数
操業
予定
時期

届　　　出　　　者
備考

住　　　所 氏　　名

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　上記届出を受理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮城海区漁業調整委員会
海区収受
印押印欄

（
様
式
第
２
号
）

か
ご
漁
業
変
更
届
出
書

�
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長
　
殿

�
住
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

　
先
に
届
出
し
た
内
容
に
つ
い
て
，
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
届
け
出
ま
す
。

記

　
１
　
船
　
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸

　
２
　
漁
船
登
録
番
号
　
　
　
　
　
―
　
　
　
　
　
　
　
　

　
３
　
届
出
番
号
　
　
宮
か
ご
第
　
　
　
　
号
○

　
４
　
変
更
の
内
容

項
　
目

変
　
　
　
更
　
　
　
前

変
　
　
　
更
　
　
　
後

　
５
　
変
更
の
理
由



（11）　令和５年２月24日　金曜日 第381号宮　　城　　県　　公　　報
（
様
式
第
３
号
）

宮
か
ご
第
　
　
　
　
号
○

　
１
�　
文
字
及
び
数
字
（
届
出
番
号
）
の
大
き
さ
は
８
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
，
太
さ
は
1.5セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
上
と
す
る
こ
と
。

　
　
�　
船
外
機
動
力
漁
船
に
あ
っ
て
は
，
文
字
及
び
数
字
（
届
出
番
号
）
の
大
き
さ
は
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
，

太
さ
は
１
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
。

　
２
�　
文
字
，
数
字
（
届
出
番
号
）
は
，
黒
色
と
す
る
こ
と
。

　
３
�　
○
印
に
は
，
所
属
漁
協
（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
に
あ
っ
て
は
，
所
属
支
所
）
の
頭
文
字
を
記
入
す
る
こ
と
。

（
漁
業
協
同
組
合
に
所
属
し
て
い
な
い
場
合
，
○
印
部
分
の
記
載
は
不
要
）

（
様
式
第
４
号
）

か
ご
漁
業
漁
獲
成
績
報
告
書

　
　
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
　
会
長
　
殿

�
提
出
年
月
日
：
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　
　

届
出
番
号
宮
か
ご
第
　
　
　
　
号

乗
組
員
数
�

人
（
船
主
を
除
い
た
人
数
）

所
属
漁
協
名

か
ご
の

規
　
模

１
本
あ
た
り
の
使
用
か
ご
数
：�

カ
ゴ

届
出
者
氏
名

印
１
本
あ
た
り
の
総
延
長
：
�

ｍ
漁
船
登
録
番
号

総使用本数：�
本（何本敷設しているか記入）

漁
船

名
主
に
使
用
す
る
餌
：

総
ト
ン
数

ト
ン

　
１
　
操
業
状
況

月
操
業
日
数

漁
場
番
号

主
な
魚
種
別
漁
獲
量
（
㎏
）

金
　
額

（
千
円
）

※
税
抜
き

ガ
ザ
ミ

（
ワ
タ
リ
ガ
ニ
）
マ
ア
ナ
ゴ
ミ
ズ
ダ
コ

マ
ダ
コ

そ
の
他

（
　
　
　
）

４５６７８９101112１２３計

　
２
　
主
な
水
揚
げ
先
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
３
　
操
業
に
要
し
た
所
要
経
費経
費
（
千
円
）

経
費
合
計
（
千
円
）

備
考

漁
具
費

燃
料
費

餌
代

人
件
費

そ
の
他（
　
　
）


